
河川（治水）に関する国と地方の主な役割分担の現状

管理区分 事務・権限等 砂防 森林・治山 農地（水田） 下水道（雨水） 防災その他

本省

■河川法

○一級河川の指定

　　（知事等の意見をきく）

○河川整備基本方針の策定　［対象：一級河川］

○一級河川（直轄管理区間）改修等の箇所付け

○災害発生等に対する必要な措置（指示）

　　［対象：一級河川、二級河川、準用河川］

■砂防法

○砂防設備を要する土地等の指定

■地すべり等防止法

○地すべり防止区域等の指定

■急傾斜地の崩壊による災害の防

止に関する法律

○区域の指定等に係る都道府県へ

の指示

■森林法

○全国森林計画・森林整備保全事

業計画の策定

　　（知事の意見をきく）

○保安林の指定

　　（国有林、特定保安林等）

○保安施設地区の指定

■土地改良法

○土地改良長期計画の策定

　　（知事の意見をきく）

○国営土地改良事業計画の策定

　　（都道府県と協議等）

－

■土砂災害防止法

○土砂災害防止対策基本方針の作成

出先

機関

■河川法

○河川整備計画の策定

　　（知事、市町村長の意見を聴く）

○河川管理・改修等

　　（維持：国10/10、

　　　改良：　国2/3、府県1/3等）

■砂防法

○複数の府県に関わる設備整備等

　　（国2/3、地方1/3）

■地すべり等防止法

○重要な防止施設の新設・改良等

　　（国2/3、都道府県1/3）

■森林法

○国有林の地域森林計画の策定

　　（知事、市町村長の意見をきく）

○保安施設事業の実施

　　（都道府県負担：1/3以内）

■土地改良法

○国営土地改良事業の実施

　　（農業用用排水施設等の整備・管理

　　　【主に基幹部分】）（国2/3等）

－

■水防法

○洪水予報河川等の指定

○浸水想定区域の指定 図

一級河川

(指定区間)

①同上

②国土交通大

臣が指定し、都

道府県知事管

理（法定受託事

務）

■河川法

○河川整備計画の策定

　　（国の認可）

○河川管理・改修等

　　（修繕等：都道府県10/10（1/3以内国補助）、

　　　改良：国1/2、都道府県1/2）

二級河川

一級河川以外

の公共の利害

に重要な関係

のある水系に係

る河川で都道府

県知事が指定。

都道府県知事

管理。（法定受

託事務）

■河川法

○二級河川の指定

　　（市町村長の意見をきく）

○河川整備基本方針・河川整備計画の策定

　　（国と協議＋同意、市町村長の意見を聴く）

○河川管理・改修等

　　（管理：都道府県10/10、

　　　改良：国1/2以内、都道府県1/2以上　等）

○ダム等に係る改良工事など（国と協議）

準用河川

普通河川

(河川法対象

外)

○準用河川：一

級河川及び二

級河川以外の

河川の中から

市町村が指定。

市町村管理。

（自治事務）

○普通河川：河

川法の適用を

受けない公共

河川。市町村管

理（自治事務）

■河川法等

○準用河川の指定

○河川管理・改修等

　　（管理：市町村10/10、

　　　改良：国1/3　等）

○ダム等に係る改良工事など

　　（知事と協議）

－

■森林法

○市町村森林整備計画の策定

　　（知事と協議）

■土地改良法

○市町村土地改良事業計画の策定

　　（都道府県へ報告）

○市町村土地改良事業の実施

　　（農業用用排水施設等の整備・管理

　　　【主に末端部分】）（国1/2等）

■下水道法

○公共下水道の設置、改築、修繕、維

持その他の管理

　　（建設費国1/2、都道府県1/2等）

○公共下水道事業計画の策定

　　（都道府県に協議）

■災害対策基本法

○市町村地域防災計画の策定・実施

○避難指示、勧告

■水防法（水防管理者）

○水防計画の策定

○水防活動の実施

○洪水ハザードマップの作成配布

■土砂災害防止法

○警戒避難体制の整備等の実施

■建築基準法

○災害危険区域の指定

主な関連分野

■森林法

○地域森林計画の策定

　　（国と協議＋同意）

○保安林（民有林）の指定

○保安施設地区台帳の調整・保管

○保安施設事業の実施

　　（国補助：2/3以内）

■土地改良法

○都道府県土地改良事業計画の策定

　　（市町村と協議等）

○都道府県土地改良事業の実施

　　（農業用用排水施設等の整備・管理

　　　【主に支線部分】）（国1/2等）

河川

一級河川

(直轄管理

区間)

①国土交通上

又は国民経済

上特に重要な

水系に係る河

川で、国土交通

大臣が指定

②一級河川の

中でも重要度の

高い区間で、国

土交通大臣管

理。

府県

市町村

■下水道法

○流域別下水道整備総合計画の策定

　　（複数都府県の区域にわたる水系

に係る河川等については国と協議）

○流域下水道の設置、改築、修繕、維

持その他の管理

　　（建設費国1/2、都道府県1/2等）

○流域下水道事業計画の策定

　　（国と協議）

■災害対策基本法

○都道府県地域防災計画の策定・実施

■水防法

○都道府県水防計画の策定

○洪水予報河川等の指定

○浸水想定区域の指定

■土砂災害防止法

○土砂災害警戒区域等の指定

■都市計画法

○区域区分の指定

　　（市街化区域・市街化調整区域）

■建築基準法

○災害危険区域の指定

■砂防法

○砂防指定地の行為規制・監視等

　　（土地の掘削、盛土、切土、土石

の採取、立竹木の伐採等）

○砂防設備の管理・工事・維持

　　（国1/2、都道府県1/2　等）

■地すべり等防止法

○防止区域の設備管理・工事等

　　（工事：国1/2、都道府県1/2）

■急傾斜地の崩壊による災害の防

止に関する法律

○区域の指定、管理、工事等

　　（工事：国1/2、都道府県1/2）

国
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